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平成２５年度秋田県環境審議会環境保全部会議事録 

 

１．日 時  平成２６年２月５日（水）１０：００から１１：４０まで 

２．場 所  秋田県議会棟大会議室 

３．出席者  （委員）１３名中１１名出席（うち１名代理出席） 

       阿部委員、池村委員、石川委員、金委員、沓沢委員、佐藤委員（部会長）、 

柴田委員、菅原委員、星崎委員、丸山委員（代理出席：吉田東北農政局生産部次

長）、本橋委員 

       （県） 

       佐々木生活環境部長、今井生活環境部次長、石郷岡環境管理課長、千葉環境管理

課八郎湖環境対策室長、高橋温暖化対策課長、高橋環境整備課被災地復興支援監、

阿部自然保護課長 

４．議 事 

（１）部会長職務代理者の指名について 

   環境保全部会長職務代理者は、秋田県環境基本条例第３２条第５項で準用する第３０条第

４項の規定に基づき、部会長の指名により、菅原委員に決定した。 

（２）諮問第１３号 平成２６年度秋田県公共用水域等水質測定計画（案）について 

   適当である旨決定された。   

（３）秋田の環境について 

   平成２５年版環境白書の概要を報告した。 

 

（諮問事項に関する質疑事項） 
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委 員 

ノニルフェノールが新たに測定対象に追加になった背景は何か。 

 

これはいわゆる環境ホルモンという、特に魚類に対して女性ホルモン様の作用

を持つ。オスの魚、コイ科の魚の白子の中に卵巣が併存するといったことが報告

されており、原因はこのノニルフェノールが、魚類に対して女性ホルモン様の作

用を持つということで、水生生物の保全の観点から、基準として設けられた。 

 

八郎湖で新たにアンモニア態窒素等々の測定を湖心で増やすということである

が、その背景は何か。 

 

今まで八郎湖湖沼水質保全計画策定等の議論の中で、溶出に係る負荷が結構あ

るというご指摘があったが、なかなか鉛直方向に関するデータが揃っていなかっ

た。そういったことから、代表的な地点である湖心における栄養塩類の鉛直分布

を調べて定期的な観測データと照らし合わせてデータを積み上げるため、今回、

年４回ということで提案した。 

 

最初に、もともと自然界からの影響で、高松川で鉛の値が高い地域がある、と
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いうような紹介があったが、どういう背景によるものなのか。 

 

高松川の源流部は泥湯とか川原毛地獄がある温泉が湧いているところであり、

そこから湧出する重金属類、その内の鉛であろうと考えられている。測定地点、

高松川の部分で測ると環境基準を超すが、それから数百メーター下ると、雄物川

本川と合流し、また測定する地点があり、そこになると環境基準を下回るので、

そういったことで健康影響が出る恐れはないと思っている。ちなみに高松川本川

にはほとんど魚はいないし、この高松川から取水して農業用水として使っていな

い。高松川沿いに水田等あるが、これは温泉水が入らない、もっと上流の別の水

系から取ってかんがいしているということである。 

 

 河川になると、秋田は結構雪も多いし、雨の多い時期などもあるが、結構採水

する時期によってもかなり数値というのは変動してくるものなのか。そういうこ

とを踏まえた上での採水時期の決定になっているのか。 

 

 大雨で非常に濁っている時等、そういったところは一般的に避けて、なるべく

通常の状態で採水することにしている。いろいろなファクターはあるが、通常の

河川環境と見られる時点で採水調査をするということを原則にしている。 

 

この水生生物のための環境基準として、新たにノニルフェノールとＬＡＳが追

加されて、類型区分では、国の方では「生物Ｂ」で、県の方が上流であるから「生

物Ａ」であるが、Ａの方が冷水域であるのか。 

 

 この通り参考の方には類型「生物Ａ」や「Ｂ」と示しているが、秋田県におい

てはこのノニルフェノール・ＬＡＳについて類型指定はまだしていない。測定を

始めたばかりであるので、まだ類型指定というところまでいっていない。いずれ

データを蓄積して、検討していくことになると思う。今のところは、まだ測定指

定で、類型指定と水生生物に関する項目については、類型の当てはめをまだして

いない。 
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（「秋田の環境について」に関する質疑事項） 
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環境白書の概要版は、県内の高等学校や中学校ぐらいまで配布しているのか。 

 

全県の小学校、中学校はもちろん、図書館、市町村等にも全部配布している。 

 

私からも紹介しておくが、２９ページの下段の方に国際協力ということで載っ

ているが、中国の吉林省と環境の交流をずっとかなり地道に続けている。私も農

業と環境が専門であり、このことから吉林省との行き来があったりして、特に秋

田県の公共用水域の水質の調査、それから県北の鉱山のレアメタル関係も含めた

施設等、非常に貴重な体験をして帰っていくということで、秋田県としては貢献

しているというのを認識していただければと思う。 

 

一般廃棄物のリサイクル率が全国ではどちらかというと上昇傾向にある中で、

秋田県がどちらかというと１８年度あたりから低下している原因は何か。 

国際協力では、商工会議所は吉林省の延辺朝鮮族自治州との交流を進めている。

今年の秋には吉林省の延辺朝鮮族自治州とそれからロシアの沿海地方の商工会議

所と３者が一堂に会してサミットを開くことになっている。それから様々な交流

を進めていく中で、こういう環境交流を話題にしていきたいなと思っている。 

 

リサイクル率は確かに下がってきている。１つの要因としては、市町村で行っ

ている集団回収がちょっとうまく行っていないと聞いている。容器包装リサイク

ル法というのがあり、そういうようなもので市町村が集めたものの中からガラス

瓶とか紙パッケージとか、そういうものをプラスチック容器と分けるという仕組

みが動き出しており、そのようなものの推進を市町村に働きかけている。 

また、統計をとる時にあくまでも市町村が集めたものということで統計をとっ

ているが、一般廃棄物を直接リサイクル業者へ出したものというのはカウントに

なっていないため、そういったものを含めるとすごく進捗しているという話を聞

いている。今後は民間業者で一般廃棄物をどれくらいリサイクルされているかと

いうのをもう少し把握していきたいと考えている。 

 

三大湖沼の中で十和田湖の水質は、依然として透明度も９ｍ以上で非常にきれ

いな湖沼だとは思うが、傾向としてはＣＯＤの上昇傾向がある。聞いた話によれ

ば、酸性雨等の影響によって硝酸等が入ってきて、少しずつ内部生産が刺激され

てＣＯＤが上昇するということである。そういった原因というのは今のところど

のように県の方では考えているのか。 

 

十和田湖については、ご指摘のとおりＣＯＤ値が若干増加する傾向にも見受け

られる。青森・秋田両県で平成１３年に、「十和田湖水質生態系改善行動指針」を
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設けて、水質測定等、様々な水質の保全の取り組みを進めている。水質について

はいろいろな議論があるが、両県で１３年に作ったものであり、その後の知見等

を集積して、この指針を改訂するという方向である。詳細はまだ固まっていない

が、両県において今後の水質をどのようしていくかといったことについて今、検

討を進めている。 

透明度についても、これまでの水質保全に関する種々の取り組みの中身につい

て検証して、取り組みをどのように変えていくか、検討中である。 

原因については、この指針の改訂の議論の中で、雨水からの窒素分による負荷

がどうしても大きいのではないかという指摘がある。雨であるため、避けられな

い部分があるが、そのほかにも抑えられる部分は抑えていくというようなことで、

例えば周辺への下水道の整備等、そのようなことも進めていく中で、十和田湖の

水質の環境基準である１．０の体制に向けて、まず出来るところからピックアッ

プをして、青森と水質改善に向けて取り組んでいくこととしている。 

 

この環境白書については、本県は概ね良好な環境を得ているということを感じ

た。福島の放射能対策のところも落ち着いているという認識である。 

 

２５ページからの第３章地球温暖化の状況をまとめているが、秋田県はちゃん

としっかり仕事をされているというふうに見てもらえると思う。皆さんご存知の

とおり、日本も京都議定書から離脱せざるを得ない。国の方からは、温室効果ガ

スの削減に関して、何か指示等は出ているのか。 

 

ＣＯＰ１９において、国では２００５年比で－３．８％を表明したが、あくま

でも暫定値ということで表明している。通常であれば国としてどういう形で実現

するというのを策定し、それを我々が受けてどういう形で県として取り組むかと

いうのを決めるわけであるが、国の方でどういう形で－３．８％を達成するとい

うことがまったく示されていないという状況である。示された段階で今の目標値

について見直しをする必要があるということで、今のところは国の動向を見守っ

ているという状況である。ただ、聞くところでは、やはり原発の稼働に対する姿

勢が決まらないと、なかなかそのエネルギーの自給率が決まらないということで、

しばらく方針は出ないのではないかと思っている。 

 

公害審査会の２４年度における係属事件なしということであるが、各県ともそ

のような状況にあるのか。そしてその状況をどういうふうに見ているのか。 

また、３Ｒの実現に向けて経済的な産廃の規制手法として、産廃税と環境保全

協力金の制度があるが、その運用状況と効果をどのように見ているか。 

 

各都道府県における審査会の状況については、かなり地域によってばらつきが

あると認識している。やはり大都市圏、東京や大阪、その地域では結構活用され



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

委 員  

 

 

 

 

 

 

 

ており、審査会への調停の申し立てはあるようだが、東北６県の状況は、ブロッ

ク会議等で情報交換したところによれば、秋田県と同じような状況になっている。

公害苦情自体は、年によって大体３００件から５００件くらいの間でここずっと

推移しているが、公害審査会の活用前に市町村や県の担当者の努力と、それから

苦情者と原因者の話合い等で解決しているというような状況ではないかと思って

いる。 

県の審査会に申請する以外に、直接国の公害等調整委員会に行く制度もあり、

逆にそちらを利用されて、責任裁定とか原因裁定の件数は増えているようである。

産廃税と環境保全協力金については、平成２４年度産廃税収入は約２億４，０

００万円、協力金が３，５００万円ほどあった。環境白書概要版の２１ページに

仕組み等を書いているが、その産廃税収入により、例えばリサイクル製品の拡大

や不法投棄の監視等に使わせていただいている。産業廃棄物処理実績は、平成１

９年度までは大体９０ｔ超で最終処分量が推移してきたが、平成２０年度になっ

てリーマンショックで急激に減っている。そのリーマンショックが和らいできた

であろう２３年、２４年度になっても、最終処分量は下がったままであるという

ところから、産廃税の効果や、事業者においては、なるべく中間処理して減量化

する、その前にもちろんリサイクルなどの３Ｒを図るという意識が非常に高くな

ってきたと考えている。 

 

木材関係では、温暖化における森林吸収量がだいぶウエイトを占めているとい

うことで、今後この吸収量どうなっていくのか、一つの私見であるが、この大部

分が法規制されている保安林の吸収量として、だいぶ秋田県には入っている。こ

の数値はたぶん今後変わらないだろうと思う。ただ、再造林が非常に少なくなっ

ており、伐採量と再造林量が本来は比例しなければならないが、だいぶ乖離があ

る。こうした場合に長期間２０年、３０年見据えた場合に、再造林を行わないこ

とによる森林の裸地化が出てきて、それが結局は温暖化、それから大きな面でい

くと森林土壌がなくなるため、水質までにも長期間で見た場合には懸念がある。 

 

一時、杉が悪者扱いされて広葉樹に替えて行こうという動きがあったが、その

後の推移は今どうなっているか。 

 

戦後、戦災の復興のために木材がだいぶ足りなくなり、それを受けて、広葉樹

を成長の早い針葉樹に替えたという時代がある。秋田県では昭和４０年代、年間

１万ｈａずつ杉に替えてきて、現在は、半分以上はそういう人工林になっている

が、今後、針葉樹が増えるということはない。針葉樹と広葉樹の違いは、成長は

針葉樹が早いということである。ただし、森林の公的価値となった場合は、見方

は様々あるが、一番の理想は混交林に持っていくべきと思う。東京の方では、秋

田県は杉がいっぱいでそれが今の花粉症云々と非常に悪口言われるが、そんなこ

とはないと言っている。杉に関しては、蓄積・面積・率とも秋田は当然全国一で
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ある。 

 

来年度から環境省が、例えば、シカは推計２６０万頭生息しているが、シカと

イノシシの生息数を１０年間で半減させることとしている。そうしなければ、今

の捕獲数で推移すると、大体シカだと５００万頭くらいになる。今、たまたま秋

田県は鳥獣害被害が周りの県から比べて少ない状況にあるが、山形ではだいぶシ

カやサルが相当来ているし、宮城との県境でも森林被害に遭っている。宮城は相

当イノシシに福島の方から被害にあっており、岩手と宮城の県境の一関の辺りま

でも相当数のイノシシが来ている。シカはもう秋田県内を前にしており、岩手で

はシカは保護から適正な生息数の管理に入っていくということで、今度の４次の

計画では、相当捕獲を強めていくことにしている。青森からは下北の方からサル

が、相当秋田の県境まで来て困っているというようなことを聞いている。鳥獣保

護思想の観点は非常に大事であるが、一方では鳥獣被害という観点もよく考えて、

モニタリング調査も含めて早めにそういう対応策を考えていただきたい。 

 

イノシシは元々秋田県にはいなかったが、平成２５年２月湯沢で狩猟中にイノ

シシが捕獲されたということがあった。その後イノシシの発見というのはまだな

いが、シカについては、昭和初期に男鹿半島での捕獲を最後に、秋田県では絶滅

したということで、何十年もいなかったところ、平成２０年頃からニホンジカが

目撃されたという状況がある。当初は道路交通事故で死んだり、列車に轢かれた

りとかということで、死亡個体が多かったが、平成２４年に１７件の目撃情報が

あった。そこまではオスのニホンジカだったが、昨年メスの親子のシカが発見さ

れた。メスとなるとまたちょっと異常だ、ということで我々も気にしているが、

最近白神山地周辺でもシカが目撃されており、北海道や隣県の岩手県でもシカの

被害が非常に多くなっている状況にあるので、来年度シカのモニタリング調査を

していきたいと考えている。特に、今入っているシカは岩手県の五葉山系のシカ

だと言われているが、県境を中心としてモニタリング調査をしたいと考えている。

 

 


